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○

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
金
融
商
品
取
引
業
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

（
金
融
商
品
取
引
業
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

第
十
六
条

令
第
一
条
の
八
の
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
十
六
条

令
第
一
条
の
八
の
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

七
の
二

法
第
二
条
第
八
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
す

（
新
設
）

べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ

次
に
掲
げ
る
買
付
け
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
株
券
を
取
得

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
契
約
に
基
づ
き
対
象
従
業
員
（
株
券
の
発
行
者
で
あ
る

(1)
会
社
又
は
そ
の
被
支
配
会
社
等
（
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
被
支
配

会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
関
係
会

社
（
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
関
係
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
従
業
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
行
う
買
付
け

令
第
一
条
の
三
の
三
第
五
号
に
規
定
す
る
契
約
（
第
六
条
第
二
項

( )i
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）

第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
契
約

( )ii
株
券
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
又
は
そ
の
被
支
配
会
社
等
若
し
く
は
関

(2)
係
会
社
の
従
業
員
が
、
当
該
株
券
に
対
す
る
投
資
と
し
て
信
託
財
産
を
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運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
信
託
契
約
（
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要

件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
く
買
付
け

対
象
従
業
員
が
委
託
者
で
あ
る
こ
と
。

( )i

対
象
従
業
員
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ

( )ii
か
ず
、
継
続
的
に
買
付
け
の
指
図
を
行
う
こ
と
。

信
託
財
産
が
他
の
対
象
従
業
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託
契
約
に
係

( )iii
る
信
託
財
産
と
合
同
し
て
運
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

信
託
財
産
へ
の
各
対
象
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の
拠
出
金
額
が
百

( )iv
万
円
に
満
た
な
い
こ
と
。

ロ

当
該
行
為
が
イ

若
し
く
は

に
掲
げ
る
契
約
又
は
イ

に
規
定
す

(1)
( )i

( )ii

(2)

る
信
託
契
約
を
実
施
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

株
券
の
発
行
会
社
で
あ
る
会
社
又
は
そ
の
被
支
配
会
社
等
若
し
く
は
関

係
会
社
が
、
当
該
行
為
に
係
る
業
務
に
よ
っ
て
生
じ
る
損
失
の
補
て
ん
そ

の
他
当
該
行
為
を
す
る
者
へ
の
給
付
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
給
付

が
、
そ
の
目
的
、
給
付
の
水
準
そ
の
他
の
状
況
に
照
ら
し
、
対
象
従
業
員

の
福
利
厚
生
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
行
為
に
係
る
業
務
に
よ
っ
て
生
じ
る
利
益
が
対
象
従
業
員
に
帰
属

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

対
象
従
業
員
又
は
イ

の
信
託
財
産
が
当
該
行
為
に
係
る
業
務
に
よ
っ

(2)

て
生
じ
る
債
務
の
弁
済
の
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ

当
該
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
株
券
に
係
る
議
決
権
が
、
対
象
従
業
員
の

指
図
に
基
づ
き
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
～
十
六

（
略
）

八
～
十
六

（
略
）
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２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）


